
　

第６期定時株主総会招集ご通知に際しての

インターネット開示事項

6．会社の体制および方針
【業務の適正を確保するための体制】

【業務の適正を確保するための体制の運用状況】

【剰余金の配当等の決定に関する方針】

連結注記表
第６期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

個別注記表
第６期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

株式会社アイ・アールジャパンホールディングス

上記書類は、法令および当社定款の規定に基づき、当社

ウェブサイトに掲載することにより、株主の皆様にご提

供しております。
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6. 会社の体制および方針

【業務の適正を確保するための体制】

(1) 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

①当社は、取締役会において「取締役会規程」を制定し、この規程に定める基準に

従って会社の重要な業務の執行を決定しております。

②各取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、原則として月１回の定例取締

役会および必要に応じて開催される臨時取締役会において、職務の執行状況を報

告すると共に、他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務の執行に

つき相互に監視監督を行っております。

③各監査等委員である取締役は、取締役会に出席したうえで必要に応じて意見を述

べることにより、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務の執行状況

を監査しております。

④当社は、コンプライアンス体制の基礎として、取締役（監査等委員である取締役

を除く。）および使用人が実践すべき行動の基準を定めた「グループコンプライ

アンス管理規程」を制定しており、その徹底を図っております。

⑤当社は、「グループコンプライアンス管理規程」に基づきグループコンプライア

ンスホットライン制度（内部通報システム）を構築し、法令および定款違反行為

を未然に防止しております。また、係る制度においては、匿名での通報を認める

と共に、通報者に対して不利益な取り扱いをしないことを保証しております。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当社は、「文書管理規程」に基づき、以下の文書（電磁的記録を含む。以下同

じ。）を関連資料と共に、適切な方法、かつ、検索容易な状態で確実に保存および

管理することとしております。

ア. 株主総会議事録

イ. 取締役会議事録

ウ. 経営会議議事録

エ. 稟議書

オ. 契約書

カ. 会計帳簿、計算書類

キ. 事業報告

ク. 税務署その他の行政機関、金融商品取引所に提出した書類の写し

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①当社は、抱えるリスクとして、以下に掲げるものを認識および把握したうえで、

個々のリスクをコントロールするため、必要な体制を整えることとしておりま

す。
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ア．信用リスク

イ．内部統制リスク

ウ．法令違反リスク

エ．情報漏洩リスク

オ．災害等のリスク

カ．その他事業継続に関するリスク

②当社は、リスクコントロール体制の基礎として「グループリスク管理規程」を定

め、個々のリスクに対応すべき管理責任者を選定しております。不測の事態が発

生した場合は、損害およびリスクを最小限にするために、代表取締役社長をリス

ク管理統括責任者とする体制をとり迅速な対応を行います。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して大幅な権限委

譲を行い、会社運営上の迅速な意思決定を行っているほか、独立した社外取締役

を監査等委員として選任し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対す

る監視監督を行っております。

②当社は、取締役会を原則として月１回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時

に開催し、機動的な意思決定を行っております。

③当社は、当社の取締役の職務の執行について、「稟議規程」、「業務分掌規程」お

よび「職務権限規程」において執行の手続および責任の所在を明確にし、効率的

な職務の執行を可能にしております。

④取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、その職務の執行状況について、

適宜、取締役会に対して報告しております。

(5) 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

①当社は、コンプライアンス体制の基礎として、「グループコンプライアンス管理

規程」を定めております。

②当社は、「グループコンプライアンス管理規程」に基づきグループコンプライア

ンスホットライン制度（内部通報システム）を構築し、法令および定款違反行為

を未然に防止すると共に、使用人が抱える各種の相談に対応しております。

③当社は、内部監査部門として、「グループ内部監査規程」に基づき、業務部門か

ら独立したグループ内部監査室を置いております。

④当社は、情報セキュリティ基本方針および情報セキュリティ社内ルールを整備

し、情報セキュリティの強化に努めております。

(6) 当社および当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制

― 2 ―

2020年05月25日 19時37分 $FOLDER; 3ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



①子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社は、「グループ会社管理規程」を制定し、グループ会社に関する諸手続お

よび管理体制を定めております。グループ会社管理は経営企画室が担当し、子会

社を含むグループ会社の重要事項に対する当社の機関の事前承認や報告を受ける

ことにより、業務の適正を確保しております。

②子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ア．子会社は、抱えるリスクとして、以下に掲げるものを認識および把握したう

えで、個々のリスクをコントロールするため、必要な体制を整えることとし

ております。

(ア) 信用リスク

(イ) 内部統制リスク

(ウ) 法令違反リスク

(エ) 情報漏洩リスク

(オ) 災害等のリスク

(カ) その他事業継続に関するリスク

イ．子会社は、リスクコントロール体制の基礎として「リスク管理規程」を定

め、個々のリスクに対応すべき管理責任者を選定しております。不測の事態

が発生した場合は、損害およびリスクを最小限にするために、代表取締役社

長をリスク管理統括責任者とする体制をとり迅速な対応を行います。また、

当社グループに影響を及ぼす重要事項については、多面的な検討を行う仕組

みとして、親会社たる当社の「グループ統括戦略会議規程」に基づき、グル

ープ各社の社内取締役(監査等委員である取締役を除く。）を参加者とするグ

ループ統括戦略会議を設け、審議することとしております。

③子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ア．子会社の取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して

大幅な権限委譲を行い、会社運営上の迅速な意思決定を行っているほか、子

会社においても当社グループから独立した社外取締役を監査等委員として選

任し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する監視監督を行っ

ております。

イ．子会社は、原則として取締役会を月１回定期的に開催するほか、必要に応じ

て臨時に開催し、機動的な意思決定を行っております。

ウ．子会社は、子会社の取締役の職務の執行について、「稟議規程」、「業務分掌

規程」および「職務権限規程」において執行の手続および責任の所在を明確

にし、効率的な職務の執行を可能にしております。

エ．子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、その職務の執行状

況について、適宜、親会社たる当社の監査等委員である取締役がオブザーバ

ーとして参加する子会社の取締役会に対して報告をしております。
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④子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを

確保するための体制

ア．子会社は、コンプライアンス体制の基礎として、「コンプライアンス管理規

程」を定めております。

イ．子会社は、「コンプライアンス管理規程」に基づき、親会社たる当社と同程

度のコンプライアンスホットライン制度（内部通報システム）を構築し、法

令および定款違反行為を未然に防止すると共に、使用人が抱える各種の相談

に対応しております。また、通報の事実および当該通報の内容についても、

子会社の監査等委員である取締役だけでなく、親会社たる当社の監査等委員

である取締役に対しても報告を行うこととしております。

ウ．子会社は、内部監査部門として、「内部監査規程」に基づき、業務部門から

独立した内部監査室を置き、独立社外取締役等で構成される監査等委員会と

の情報共有に努めております。

エ．子会社は、情報セキュリティ基本方針および情報セキュリティ社内ルールを

整備し、情報セキュリティの強化に努めております。

(7) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役

（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項および監査等委

員による取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人に対する指示

の実効性の確保に関する事項

①監査等委員である取締役は、「監査等委員会規程」に基づき、その職務の執行を

補助すべき使用人（以下「補助使用人」といいます。）を使用することができる

としております。

②当社は、補助使用人が監査等委員である取締役の職務を補助するに際しては、取

締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人の指揮命令に従うことな

く、専ら監査等委員である取締役の指揮命令に従うこととしております。

(8) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人が監査等委員会に報告

をするための体制、当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利

な取り扱いを受けないことを確保するための体制および監査等委員会の監査が

実効的に行われることを確保するための体制

①取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人は、当社における重大

な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直

ちに監査等委員である取締役に報告することとし、「グループコンプライアンス

管理規程」に基づき直ちにコンプライアンス委員会を招集し、コンプライアンス

違反に対処するとともに、必要に応じて注意喚起や再発防止策等の対応を取るこ

ととしております。

― 4 ―

2020年05月25日 19時37分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



②当社は、「監査等委員会規程」に、取締役（監査等委員である取締役を除く。）お

よび使用人が監査等委員である取締役に報告すべき事項および時期について定め

ており、取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人は、当社の業

務または業績に影響を与える重要な事項について監査等委員である取締役に都度

報告することとしております。また、監査等委員である取締役は、いつでも必要

に応じて、取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人に対して報

告を求めることができることとしております。

③監査等委員である取締役は、当社グループの法令遵守体制に問題を認めたとき

は、取締役会において意見を述べると共に、改善策の策定を求めることができる

こととしております。

④取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人は、監査等委員である

取締役が事業の報告を求めた場合または業務および財産の調査を行う場合は、迅

速かつ的確に対応することとしております。

⑤取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人は、監査等委員である

取締役に直接報告を行うことができるものとし、当該報告を行ったことを理由と

して不利な取り扱いを行うことを社内規程等において禁止しております。

(9) 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）に

ついて生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について

生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項および監査等委員会の監

査が実効的に行われることを確保するための体制

①当社は、監査等委員である取締役がその職務の執行において、当社に対し、会社

法第399条の２第４項に基づく費用の前払等の請求をした場合、当該費用または

債務が監査等委員である取締役の職務の執行に必要でない場合を除き、速やかに

当該費用または債務を処理することとしております。

②当社は、監査等委員である取締役が、独自に外部専門家を監査等委員である取締

役の職務の執行のために利用することを求めた場合、その費用を負担することと

しております。

(10) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および反社会的勢力排除に向けた整

備状況

①当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切

の関係を遮断し、これらの団体からの要求を断固拒否すると共に、これらの団体

と関わりのある企業、団体、個人とはいかなる取引も行いません。また、所轄の

警察署、顧問弁護士等の外部専門機関と連携に努め、全社を挙げて毅然とした態

度で対応します。

②社内規程等の整備状況

当社は、「反社会的勢力に対する基本方針」において、当社の取締役（監査等委
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員である取締役を含む。）および使用人は、反社会的勢力からの不当要求には一

切応じず、毅然として法的対応を行う旨を規定しております。

③社内体制の整備状況

ア．対応統括部署および不当要求防止責任者の設置状況

当社は、経理総務部に複数の不当要求防止責任者を設置するとともに、反社

会的勢力に関する情報を集約し一元的に管理する体制を構築しております。

イ．外部の専門機関との連携状況

当社は、所轄の警察署、顧問弁護士のほか、公益財団法人暴力団追放運動推

進都民センターおよび公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会等の

外部専門機関との連携を平時においても図っております。

ウ．反社会的勢力に関する情報の収集および管理の状況

当社は、経理総務部において、定期的に外部専門機関から情報を入手し、社

内に周知すると共に、入手した情報の管理をしております。

【業務の適正を確保するための体制の運用状況】

(1) 内部統制システム全般

当社および子会社の内部統制システム全般の整備・運用状況を当社のグループ内

部監査室がモニタリングし、改善を進めております。

(2) コンプライアンス

当社は、当社および子会社の使用人に対し、その階層に応じて必要なコンプライ

アンスについて、社内研修での教育および会議体での説明を行い、法令および定款

を遵守するための取組みを継続的に行っております。また、当社は「グループコン

プライアンス管理規程」により相談・通報体制を設けており、子会社においても

「コンプライアンス管理規程」を整備、運用することでコンプライアンスの実効性

向上に努めております。

(3) リスク管理体制

取締役会およびグループ統括戦略会議において管理部門のリスク抽出結果を報告

し、リスク情報の共有および周知を行っているほか、コンプライアンス違反を伴う

等社内ルールを逸脱するような事案、重大な事故に繋がる可能性のある事案等が発

生した場合には、速やかにグループコンプライアンス委員会において対応できる体

制を構築、運用しております。

(4) 内部監査

グループ内部監査室が作成した内部監査計画に基づき、当社および子会社のグル

ープ内部監査を実施しております。
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(5) 監査等委員会に関する取組み

①監査等委員は、取締役会、グループ統括戦略会議等の重要な会議への出席等を通

じ、取締役等から業務執行の報告を受けるとともに、その意思決定の過程や内容

について監督を行っております。

②監査等委員会は、内部監査部門が行った監査に関する報告を受けるほか、内部監

査部門と日常的にコミュニケーションを図り、当社グループ全体で効果的な監査

が実施可能な体制を構築しております。

③監査等委員会での議題の中から関連ある議題につき、会計監査人や内部監査部門

に説明を求める等情報の共有、連携を図っております。

【剰余金の配当等の決定に関する方針】

当社は、健全な事業活動を行う上で必要な内部留保を確保し、財務の健全性を

維持しつつ、株主の皆様に対しましては、業績に応じた利益還元を行うことを基

本方針としております。当社は剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める

事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定

めることができる旨を定款に定めておりますが、期末配当の決定機関は株主総会

といたしております。また、毎年９月30日を基準日として中間配当を行うことが

できる旨につきましても定款に定めております。

当期の売上高および利益が増収増益であったことを受け、当期の期末配当は前

回予想から15円引上げ１株につき45円といたします。この結果、中間配当金１株

につき25円と合計した当期の年間配当金は１株につき70円となります。

また、内部留保につきましては、企業価値の増大を図るため、既存事業の一層

の強化および将来の成長分野への投資に充当したいと存じます。

次期の配当は中間配当として１株につき25円、期末配当として１株につき45円、

通期で１株につき70円（前期据置）を現時点において予定しております。ただし

業績動向等を踏まえ、自己株式の取得を含めた機動的な対応を行ってまいります。
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連結注記表

（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記）

1．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数及び連結子会社の名称

連結子会社の数 １社

連結子会社の名称 株式会社アイ・アール ジャパン

2．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

3．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

投資事業組合への投資

組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎

とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

② たな卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品

個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物附属設備 ７年～15年

車両運搬具 ６年

工具、器具及び備品 ２年～15年

② 無形固定資産

定額法

なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっております。
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(3) 繰延資産の処理方法

創立費

５年間で均等償却しております。

(4) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連

結会計年度に見合う分を計上しております。

(5) 退職給付に係る会計処理の方法

従業員の退職給付の支給に備えるため、退職金規程に基づく自己都合退職金

の期末要支給額を計上しております。

(6) その他連結計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(7) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(8) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社及び連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律

第８号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度

への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納

税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」

（実務対応報告第39 号 2020 年３月31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会

計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28 号 2018 年２月16

日）第44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、

改正前の税法の規定に基づいております。
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（連結貸借対照表に関する注記）

有形固定資産の減価償却累計額 303,570千円

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 17,825,310 8,500 － 17,833,810

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次のとおりであります。

特定譲渡制限付株式発行による増加 8,500株

2．当連結会計年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 76,083株
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3. 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金 １株当たり

基準日 効力発生日の総額 配当額
（千円） （円）

2019年６月25日
普通株式 409,963 23.00

2019年 2019年

定時株主総会 ３月31日 ６月26日

2019年10月31日
普通株式 445,076 25.00

2019年 2019年

取締役会 ９月30日 12月２日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計

年度となるもの

決議
株式の
種類

配当の
原資

配当金 １株当た

基準日 効力発生日の総額 り配当額

（千円） （円）

2020年６月25日
普通株式 利益剰余金 799,097 45.00

2020年 2020年

定時株主総会 ３月31日 ６月26日

(注)2020年６月25日開催の定時株主総会の議案として、上記の配当に関する事項を提

案しております。
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（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、設備投資計画に照らして必要な資金を調達しております。

一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀

行借入により調達しております。

(2) 金融商品の内容及びリスク

営業債権である受取手形及び売掛金、並びに長期売掛金は、顧客の信用リス

クに晒されております。

投資有価証券は、株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である買掛金並びに未払金は、ほとんどが３ヶ月以内の支払期日で

あります。また、その一部には外注等に伴う外貨建のものがあり、為替変動リ

スクに晒されております。

短期借入金は、主に運転資金を使途としております。

敷金及び保証金は、主に本社事務所の賃貸借契約に係るものであり、賃貸人

の信用リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に関するリスク）の管理

営業債権に係る信用リスクについては、主要な取引先の状況を定期的にモニ

タリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪

化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

② 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の

管理

各部署からの報告に基づき財務部が適時に資金計画を作成・更新するととも

に、手元流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に

は、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては

変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当

該価額が異なることもあります。
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2．金融商品の時価等に関する事項

2020年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる

ものは含めておりません。

(単位：千円）

連結貸借対照表
時価 差額

計上額

(1) 現金及び預金 4,812,059 4,812,059 －

(2) 受取手形及び売掛金 1,222,038

貸倒引当金 △2,086

1,219,952 1,219,952 －

(3) 投資有価証券

その他有価証券 104,404 104,404 －

(4) 敷金及び保証金 273,979 274,373 394

(5) 長期売掛金 110,160

貸倒引当金（※） △71,280

38,880 38,880 －

資産計 6,449,275 6,449,669 394

(1) 買掛金 64,962 64,962 －

(2) 短期借入金 200,000 200,000 －

(3) 未払金 107,559 107,559 －

(4) 未払法人税等 1,179,839 1,179,839 －

負債計 1,552,360 1,552,360 －

（※）長期売掛金については、個別に計上している貸倒引当金を控除しておりま

す。

(注)1．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、

当該帳簿価額によっております。
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(3) 投資有価証券

投資有価証券の時価は、取引所の価格によっております。

なお、有価証券はその他有価証券として保有しており、これに関する連結貸

借対照表計上額と取得原価との差額は以下のとおりです。

（単位：千円）

種類 取得原価
連結貸借対照表

差額
計上額

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 － － －

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 104,760 104,404 △355

合計 104,760 104,404 △355

(4) 敷金及び保証金

合理的に見積もった敷金及び保証金の返還予定時期に基づき、入手可能な市

場利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(5) 長期売掛金

長期売掛金は、担保による回収見込額等により時価を算定しております。

負債

(1) 買掛金、(2)短期借入金、(3)未払金、及び（4）未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、

当該帳簿価額によっております。

　

2．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 10,091

投資事業組合への出資 61,009

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め

られることから、「(3)投資有価証券」には含めておりません。
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（１株当たり情報に関する注記）

１株当たり純資産額 293円52銭

１株当たり当期純利益 137円32銭
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個別注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

① 子会社株式

移動平均法による原価法

② その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

投資事業組合への投資

組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎

とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

2. 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物附属設備 ８年～15年

工具、器具及び備品 ２年～15年

② 無形固定資産

定額法

なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっております。

3. 繰延資産の処理方法

創立費

５年間で均等償却しております。

4. 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当

事業年度に見合う分を計上しております。
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5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

6. 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

7. 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社及び連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律

第８号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度

への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納

税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」

（実務対応報告第39 号 2020 年３月31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会

計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28 号 2018 年２月16

日）第44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、

改正前の税法の規定に基づいております。
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（貸借対照表に関する注記）

1. 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務

短期金銭債権 800,965千円

短期金銭債務 5,474千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 28,313千円

（損益計算書に関する注記）

関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額

営業取引による取引高

営業収益 1,642,634千円

営業費用 154,791千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）

当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数

普通株式 76,083株
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（税効果会計に関する注記）

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

賞与引当金 534千円

未払事業税 3,296千円

長期未払金 457千円

差入保証金償却 8,812千円

その他 1,046千円

繰延税金資産小計 14,147千円

評価性引当額 －千円

繰延税金資産合計 14,147千円
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（関連当事者との取引に関する注記）

子会社等

種類
会社等の

名称

議決権等
関連当事者と

の関係
取引の内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）
の所有

(被所有)割合

子会社

㈱アイ・

アールジ

ャパン

所有

直接 100％

受取配当金

経営指導

地代家賃の

受取

出向者受入

資金の借入

法人税等の

受取

受取配当金 1,159,694 未収入金 －

経営指導料の

受取（注）1
482,940 未収入金 44,269

地代家賃の

受取（注）1
110,167 未収入金 10,129

業 務 委 託 料

（注）2
23,088 未払金 2,116

出向者人件費

の 支 払 い

（注）3

19,736 未払金 2,967

資金の借入

(注) 4
590,646

関係会社

短期借入金
590,646

法人税等子会

社帰属額
746,237 未収入金 746,237

上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等

が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）1. 経営指導料及び地代家賃の支払額については、双方協議により合理的に決定

しております。

2. 業務委託料については、業務の内容を勘案して決定しております。

3. 出向者人件費の支払額については、出向元の給与を基準に双方協議の上決定

しております。

4. 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しておりま

す。
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（１株当たり情報に関する注記）

1株当たり純資産額 189円52銭

1株当たり当期純利益 75円59銭
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